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北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

O
昭
和
六
O
年
四
月
二
六
日
(
金
)

「
レ
ス
プ
ブ
リ
カ
(
共
和
的
国
制
)
と
法
学
」

報
告
者

小
菅
芳
太
郎
氏

(
北
海
道
大
学
教
授
)

本
報
告
は
、
法
学
会
に
先
立
つ
別
の
機
会
(
比
較
国
制
史
研
究
会
)
に
既
に

報
告
し
た
も
の
と
同
じ
内
容
な
の
で
表
題
も
特
殊
で
あ
る
が
、
中
味
は
一
般
的

な
も
の
で
あ
り
、
西
洋
法
の
元
型
と
し
て
の
ロ
オ
マ
法
の
方
法
と
、
そ
の
背
景

に
つ
い
て
の
覚
書
に
す
ぎ
な
い
。
ま
づ
、
西
洋
法
の
特
徴
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
、

事
案
の
定
式
(
テ
エ
マ
、
プ
ロ
ブ
レ
エ
マ
)
化
、
そ
の
際
に
既
存
定
式
と
の
認

て識
ゆ遠
く関
占(

に広
あ義
るの
と類

思撃
は
十 oコ
る護
法
学司、
書R つ
融」

君主
?t 
r 疋乙

黄否
。露。
な出
ほし
続
こ』ナ

の
や
う
な
創
出
過
程
に
お
い
て
価
値
的
方
向
の
表
現
と
し
て
付
加
さ
れ
る
説
得

法学会記事

的
論
拠
(
実
質
的
理
由
づ
け
)
の
選
択
は
歴
史
的
事
情
に
依
存
し
て
多
様
で
あ

ら
う
が
、
結
局
は
、
個
別
的
具
体
的
正
(
ユ
ス
、
エ
キ
タ
ス
)
と
一
般
的
抽
象

的
正
(
レ
グ
ラ
、
レ
ッ
ク
ス
)
と
の
聞
の
往
復
運
動
と
い
ふ
前
記
の
学
問
的
過

程
(
形
式
的
理
由
づ
け
)
に
収
飲
さ
れ
や
う
。

次
に
、
右
の
思
考
過
程
を
ロ
オ
マ
法
の
史
料
に
よ
っ
て
繰
返
せ
ば
、
法
的
命

題
な
い
し
概
念
は
、
川
特
殊
的
基
準
の
か
た
ち
に
言
ひ
直
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
不
断
に
限
定
さ
れ
て
ゆ
く
、
と
同
時
に
、
凶
反
対
方
向
に
お
い
て
そ
の
輪
郭

は
弾
力
的
で
自
由
な
余
地
を
も
っ
。
例
へ
ば
、
川
共
和
政
末
期
の
代
表
的
法
家

セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス

(
0
・タ
N
-

巴
-
N
)

は
、
坂
を
前
後
し
て
上
る
荷
馬
車
の
う
ち

前
車
の
御
者
が
そ
の
後
か
ら
こ
れ
を
押
上
げ
て
ゐ
な
が
ら
そ
の
場
か
ら
離
れ
た

た
め
に
、
前
車
が
後
退
し
て
後
車
に
当
り
、
こ
の
衝
撃
で
後
退
し
た
後
車
が
誰

か
を
蹴
怖
い
た
場
合
に
、
ア
キ
リ
ウ
ス
法
訴
権
の
被
告
適
格
は
挽
馬
所
有
者
か
御

者
か
の
事
件
に
つ
い
て
、
「
ユ
ス
は
事
件
の
中
に
存
す
る
。
即
ち
、
川
前
車
を

支
へ
て
ゐ
た
御
者
が
自
発
的
に
離
れ
た
の
な
ら
御
者
が
被
告
で
あ
る
。
何
か
を

支
へ
て
ゐ
る
者
は
自
発
的
に
こ
れ
を
放
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
誰
か
を
打

つ
と
い
ふ
や
う
に
し
て
損
害
を
与
へ
る
、
例
へ
ば
、
騎
乗
者
が
疾
駆
中
乗
馬
を

制
御
せ
ぬ
な
ら
、
ま
た
同
様
に
、
槍
を
手
か
ら
放
す
な
ら
、

5
5
「
5
に
よ
っ

て
損
害
を
与
へ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
。
し
か
し
、
同
挽
馬
が
何
か
に
怯
え

て
、
し
か
も
御
者
が
押
潰
さ
れ
ま
い
と
し
て
車
を
放
置
し
た
と
き
は
挽
馬
所
有

者
が
被
告
で
あ
る
。
さ
ら
に
し
か
し
、
川
・
・
・
・
」
と
解
答
し
て
ゐ
る
が
、
こ
こ

に
み
ら
れ
る
や
う
に
、
御
者
の
責
任
判
断
の
一
般
的
基
準
た
る

E
E
コ同

(H2-宮
)
は
、
具
体
的
基
準
(
「
自
発
的
」
。
但
し
こ
れ
も
ク
ル
パ
具
体
化
の

一
つ
の
形
態
に
す
ぎ
な
い
)
な
い
し
類
型
的
記
述
の
か
た
ち
に
言
ひ
直
さ
れ
ね

ば
機
能
し
な
い
。
山
概
念
の
弾
力
性
は
古
典
時
代
末
期
で
も
維
持
さ
れ
、
例
へ
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報

ば
消
費
貸
借
は
所
謂
〈

2
2
5
R
E閥的含『
Z
Z
(既
存
債
務
の
消
費
貸
借
金
へ

の
切
換
を
単
な
る
合
意
で
済
ま
す
)
の
形
に
拡
張
的
に
言
ひ
直
さ
れ
る

(
C
G
・

雑

0
・
5
・
r
E
V。
な
ほ
付
言
す
れ
ば
、
当
時
は
既
に
概
念
法
学
化
進
展
の
時
期

な
の
で
、
の
ち
の
一
九
世
紀
後
半
の
「
構
成
法
学
」
に
似
た
構
成
が
付
加
さ
れ

て
お
り
、
本
件
は
、
ま
ず
、
指
図
に
よ
る
消
費
貸
借
(
金
銭
の
現
実
的
手
交
は

被
指
図
人
B
と
指
図
受
領
人
C
と
の
聞
で
生
ず
る
が
、
指
図
人
A
と
C
と
の
間

の
成
立
を
前
提
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
〈
。

5
5
g
z
z
f

a
R
Z
E
の
成
立
を
B
お
よ
び
C
が
同
一
人
た
る
場
合
と
し
て
導
出
す
る
が
、

で
は
存
在
し
な
い
)

さ
ら
に
は
、
占
有
改
定
(
既
存
債
務
の
観
念
的
弁
済
)
お
よ
び
簡
易
引
渡
(
貸

付
金
の
観
念
的
再
交
付
)
と
い
ふ

p
n
F
Z
E『
宮
『
が
想
定
さ
れ
て
ゐ
る
と
解

さ
れ
る
。

右
に
例
示
し
た
や
う
な
思
考
形
式
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
便
宜
上
、

儀
礼
宗
教
的
観
点
と
権
力
構
造
的
観
点
と
に
分
析
し
て
み
る
と
、
従
来
の
研
究

で
は
前
者
に
よ
る
説
明
は
試
み
ら
れ
て
ゐ
る
(
小
菅
・
北
法
一
五
巻
四
号
。
な

ほ
、
そ
こ
で
紹
介
さ
れ
た
ロ
オ
マ
宗
教
史
研
究
段
階
は
戸
当
与
巾
『
宗
教
社
会

の
そ
れ
に
相
当
し
て
ゐ
る
)
の
に
対
し
て
、
後
者
に
よ
る
説
明
は
事
柄
の
自
明

的
重
要
さ
に
も
不
拘
、
あ
ま
り
実
行
さ
れ
て
ゐ
な
い
や
う
に
思
は
れ
る
。
そ
こ

で
こ
の
点
の
実
行
と
し
て
、
国
制
上
の
観
念
が
前
記
の
私
法
学
に
お
け
る
と
同

一
の
形
態
的
特
徴
を
備
へ
て
ゐ
る
こ
と
を
、
既
存
の
研
究
に
私
見
を
ま
じ
へ

っ
、
確
認
し
て
み
た
。
例
へ
ば
、
政
務
官
相
互
間
の
拒
否
(
異
議
)
権
(
〈
2
0一

ギ E
リ胃
ス 2
の包
憲主L
I去は
習建
律前
主上
問J は

時無
そ制
約
の m

行孟
使 '1世

は唾
習、
佳あ
函る
共有

課砕
解 J白
たの
る実
諸際
前で
提は
にイ

制
約
さ
れ
て
お
り

(
(
υ
F
『
・
玄

2
2
は
、
』
F
O
コ
ロ
聞
の
め
凹
庁
間
ゲ
申
ω
印

U
Zー

宮白円
ZIg-
可旬、宮町内同門的円、芯

U
5
2与
釦
』
古
門

Hqv-ぷ
2
a
g
Z「(同〉月的円白血門的
2
門町円一-

同
布
告
白
)
の
叙
述
を
参
考
に
し
て
ゐ
る
)
、
愚
考
に
よ
れ
ば
、
既
述
私
法
学
上

の
一
般
的
基
準
が
特
殊
的
基
準
に
言
ひ
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
と
同
じ
事
情
に

あ
る
。
尤
も
、
共
和
政
盛
期
に
お
け
る
か
か
る
消
息
を
直
接
説
明
す
る
こ
と
は

史
料
上
困
難
で
あ
る
の
で
、
共
和
政
末
期
に
拒
否
(
異
議
)
権
が
民
衆
派
政
務
官

の
民
会
駆
使
に
対
す
る
元
老
院
派
健
偏
政
務
官
の
対
抗
手
段
と
し
て
悪
し
き
概

念
法
学
的
に
濫
発
さ
れ
実
効
喪
失
す
る
に
至
っ
た
段
階
か
ら
反
対
解
釈
的
に
逆

推
し
て
、
間
接
的
に
そ
の
消
息
を
推
測
す
る
以
外
に
は
な
い
ゃ
う
で
あ
る
が
。

共
和
政
期
の
国
制
上
の
観
念
と
法
学
上
の
そ
れ
と
が
形
態
論
的
特
性
を
等
し

く
す
る
こ
と
の
確
認
に
加
へ
て
、
国
制
担
当
者
と
法
家
と
が
元
老
院
層
に
お
い

て
同
一
者
で
あ
る
点
(
例
へ
ば
、
同
v
・
7

白
ロ
円
一
己
目
的
門
担
。
〈
・
円
。
回
同
ω
ω
-
C
-
Y白
5
・

的
円
阻
め
〈
・
円
。
印
坦
印
一
印
巾
『
〈
-
M
Z
S・
間
三
5

8回
日
同
)
を
も
勘
案
す
れ
ば
、
法
学
的

思
考
と
そ
の
権
力
構
造
的
背
景
と
は
、
こ
こ
に
多
少
と
も
具
体
的
に
結
び
つ
け

ら
れ
た
こ
と
に
な
ら
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
権
力
構
造
は
、
形
式
上
無
制
約
な

官
転
権
力
を
対
抗
的
諸
実
力
に
よ
っ
て
実
際
上
制
約
的
に
行
使
さ
せ
、
か
く
て

平
等
な
構
成
員
中
の
誰
か
が
強
力
に
な
り
す
ぎ
る
の
を
防
ぎ
自
由
競
争
を
確
保

す
る
も
の
で
あ
っ
て
(
同

E
r主
、
そ
の
産
物
が
前
記
の
や
う
な
拒
否
(
異
議
)
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権
な
の
で
あ
る
。
こ
の
競
技
構
造
は
、
帝
政
へ
の
移
行
に
伴
ひ
国
制
的
制
度
の

面
で
は
衰
退
し
て
ゆ
く
が
、
古
典
法
曹
の
活
発
な
精
神
的
論
争
の
中
に
生
き
延

び
て
現
象
し
た
も
の
が
古
典
法
学
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ロ
オ
マ
法
を

西
洋
法
の
元
型
と
み
る
こ
と
は
、
形
態
論
上
の
み
な
ら
ず
、
背
景
論
上
も
示
唆

に
富
む
だ
ら
う
。

O
昭
和
六

O
年
六
月
二
八
日
(
金
)
午
後
一
時
半
l
四
時

「
米
国
主
権
免
除
法
に
お
け
る
外
国
の
非
商
業
的
不
法
行
為
」

報
告
者

臼
杵
知
史
氏

(
北
海
道
大
学
助
教
授
)

報
告
内
容
は
、
本
誌
第
三
六
巻
三
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
詳
し
く
は

そ
れ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

法学会記事

北法36(5-6・335)1823 


